
 

【問い合わせ先】 〒860-8555 熊本市中央区⿊髪 2-40-1 熊本⼤学学⽣⽀援部学⽣⽣活課経済⽀援担当 (096-342-2126)  

 

KFD 

⽬的  
熊本⼤学⼤学院博⼠（博⼠後
期）課程において、経済的⽀援を
必要としている学⽣への⽀援及び
教育研究活動の活性化を図ること
を⽬的として実施する、給付型の
奨学⾦制度です 

⽀給額 
当該期授業料の半額相当 

（134,000 円）を⽀給 
 
※前期・後期ごとに選考して⽀給 
※⻑期履修⽣は⾦額が異なります 

⽀給⼈数 
⽀給対象要件を満たす申請者のう
ち、授業料免除考慮後の家計充
⾜率が低い順に、予算の範囲内で
⽀給します 

公式ウェブサイト 
https://www.kumamoto-
u.ac.jp/daigakuseikatsu/nyu
gaku_zyugyou/copy2_of_ap
9vpd 

熊本⼤学⼤学院博⼠課程 
奨学⾦給付制度(KFD) 

経済的⽀援を必要としている学⽣に授業料半額相当を⽀給します 

⽀給対象 

以下の全ての要件を満たす博⼠（博⼠後期）課程の学⽣ 
・当該期の授業料免除を申請期間内に⾏っていること 
・授業料免除の審査において、家計基準が全額免除相当であること 
・授業料免除結果を考慮したうえで、なお経済的⽀援が必要と認められる者 

(＝家計充⾜率が 50%程度に満たない者) 
●学⼒基準は問いません 

※以下に該当する場合は対象となりません 
・他の制度により当該期の授業料が全額免除される者 
・勤務先が授業料の全額を負担する者 
・本学が実施する経済⽀援策（返還を要するもの及び雇⽤の対価を除 
く）により、当該期の授業料相当額以上の⽀援を受ける者 

・他の制度と併給を禁⽌・または制限されている奨学⾦を受ける者 
・本⼈の責に帰すべき事由により修業年限を超えて在籍している者 
・当該年度中に懲戒を受けた者 

申請⽅法 

 
  KFD 申請書を本学公式ウェブサイトからダウンロードし、提出する 
（郵送または持参） 
 
（持参先）全学教育棟 1 階学⽣⽣活課経済⽀援担当⑥番窓⼝ 
（郵送先）  

〒８６０－８５５５ 熊本県熊本市中央区⿊髪２丁⽬４０－１ 
  熊本⼤学学⽣⽀援部学⽣⽣活課経済⽀援担当（KFD） 宛 

申請期間 
  令和８年 5 ⽉ 2２⽇(⾦) 〜６⽉３０⽇（⽕）17 時（必着） 

 


